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総務委員会会議録 

 

令和５年１２月１４日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時１６分閉議（実時間１２８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９９号・令和５年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１２５号・令和５年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１０５号・令和５年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１１０号・指定管理者の指定につい

て（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

１．議案第１１７号・八代市長等の給与に関す

る条例の一部改正について 

１．議案第１１８号・八代市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部改正について 

１．議案第１１９号・八代市印鑑条例及び八代

市手数料条例の一部改正について 

１．議案第１２６号・八代市手数料条例の一部

改正について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市難視聴地域における新放送サービス

の進捗状況について） 

 （泉支所移転について） 

 （八代市中期財政計画及び令和６年度当初予

算編成方針について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       谷 脇 信 博 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  理事兼財政課長   中 村 光 宏 君 

  財政課長補佐    米 村 寛 樹 君 

 総務企画部 

  理事兼企画政策課長 田 島 功一郎 君 

  デジタル推進課長  田 中 博 之 君 

  泉支所長      緒 方   浩 君 

  泉支所地域振興課長 岩 田   剛 君 

 市長公室 

  人事課長      松 本 康 祐 君 

 市民環境部 

  市民課長      山 内 真奈美 君 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）それでは、定刻となり、定足数に達しま

したので、ただいまから総務委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨並びに企業誘致用地及び

新八代駅周辺整備に関連する予算、事件、条例

案等につきましては、特別委員会に付託となり

ますので、御承知おき願います。 
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◎議案第９９号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（中村和美君） それでは、最初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第９９号・令和５年度八代市一般

会計補正予算・第８号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務費

について、財務部から説明願います。 

○財務部長（谷脇信博君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の谷脇でございます。よろしくお

願いいたします。 

 議案第９９号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第８号の関係分につきまして、岩瀬財

務部次長より説明いたさせますので、よろしく

お願いいたします。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

９９号・令和５年度八代市一般会計補正予算・

第８号をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条・歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ６億７９５０万円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６５

４億８１７０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費を、第３条で債務

負担行為の補正、第４条で地方債の補正をお願

いしておりますが、内容につきましては５ペー

ジ以降の表で説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いします。 

 まず、第２表・繰越明許費でございますが、

本年度内の完了が見込めない事業について繰越

明許費の設定を行っております。 

 表の上段から、款２・総務費、項１・総務管

理費のうち、泉支所移転関係事業８２９万７０

００円は、泉支所庁舎を振興センターいずみへ

移転するため、施設改修に必要な設計委託費を

追加するもの、復興推進事業２億９８２１万４

０００円は、坂本支所等用地や県道中津道八代

線の造成における国、県との協議による施工順

序の変更等、次の項３・戸籍住民基本台帳費の

戸籍住民台帳事務事業１３２０万５０００円

は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴

い、システムの改修するところ、国からの仕様

書の提示の遅れにより、それぞれ年度内完了が

困難なことから繰り越すものでございます。 

 次の款５・農林水産業費、項１・農業費の市

内一円土地改良整備事業２４４万６０００円

は、南部土地改良区における塩竃地区の団体営

土地改良事業において、ポンプ操作制御盤の納

期遅延等により、次の項２・林業費の道整備交

付金事業３７２７万円は、林道深水線などにお

いて、関係者との協議等に日数を要したこと等

により、年度内完了が困難となったことから、

それぞれ繰り越すものでございます。 

 次の款７・土木費、項２・道路橋梁費のう

ち、道路維持事業４３８８万３０００円は、市

道温泉センター線など５路線及び市内一円道路

改良事業２億４２８万２０００円は、永碇町高

島町線など８路線において、通行規制や関係者

との協議等に不測の日数を要したこと等によ

り、年度内に完了が困難となったことから、そ

れぞれ繰り越すものでございます。 

 また、次の項５・都市計画費のうち、西片西

宮線道路整備事業１８１５万８０００円及び八

千把地区土地区画整理事業３０４０万２０００

円は、補償物件の建物の除却が遅れたことによ

り、年度内完了が困難となったことから、それ

ぞれ繰り越すものでございます。 

 ６ページをお願いします。 
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 １つ目、項６・住宅費の災害公営住宅整備事

業（豪雨災害）１０１６万５０００円は、宅地

かさ上げ対象地区住民の住まいを確保するた

め、豪雨被災者等支援交付金を活用した八代市

民球場及び芦北町の応急仮設住宅の移築に係る

経費の追加について、年度内完了が困難となっ

たことから繰り越すものでございます。 

 次の款９・教育費、項６・学校給食費の（仮

称）新南部学校給食センター施設整備事業１億

２６２０万５０００円は、不動産鑑定及び用地

測量に基づき、用地取得に必要な経費を追加す

るもので、契約は、３月定例会にて議決をいた

だき、本契約となった後、所有権移転登記等を

行う予定であることから、次の項７・社会教育

費の文化センター施設整備事業３９６０万円

は、八代市公民館ホールの工事に伴う使用停止

期間との重複を避けるため、着工を延期したこ

とで年度内完了が困難となったことから、それ

ぞれ繰り越すものでございます。 

 次の款１０・災害復旧費、項１・農林水産業

施設災害復旧費のうち、林道施設災害復旧事業

９６９９万円は、林道福根線などにおいて、特

殊工法の採用により、詳細設計の成果品納入に

期間を要したこと等から、林道施設災害復旧事

業（豪雨災害）２億１３０５万５０００円は、

林道坂本山江線などにおいて、大規模査定の適

用による国、県との協議に不測の日数を要した

こと等により、年度内完了が困難となったこと

から、それぞれ繰り越すものでございます。 

 次の項２・公共土木施設災害復旧費のうち、

道路橋梁施設災害復旧事業２億５７６６万７０

００円は、本年７月の梅雨前線豪雨により被災

した市道西の岩線と１０月の雨により被災した

市道枳ノ俣線ほか、八八重～四方田線などの各

市道において、また、次の道路橋梁施設災害復

旧事業（豪雨災害）３億４０００万円は、市道

市ノ俣線などにおいて、国、県などの関係機関

との協議や調整、他工事との現場ふくそう及び

入札不調などにより、遅延及び工事施工に期間

を要することから、年度内完了が困難となった

ため、それぞれ繰り越すものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 第３表・債務負担行為補正でございますが、

１つ目から４つ目までは指定管理者への委託を

行うもので、いずれも期間を令和５年度から令

和８年度までとしておりまして、１つ目のサン

ライフ八代管理運営委託は、委託先が一般財団

法人サンライフ八代で、限度額が３９６４万８

０００円。２つ目の八代市働く婦人の家管理運

営委託は、委託先が一般社団法人八代弘済会

で、限度額が４８８２万８０００円。３つ目の

八代市さかもと温泉センター及び八代市坂本憩

いの家管理運営委託は、委託先がさかもと温泉

センター株式会社で、限度額が１億３６８９万

９０００円。４つ目の八代市ふれあいセンター

いずみ及び八代市農林産物流通加工施設管理運

営委託は、委託先が株式会社いずみで、限度額

が３９４７万４０００円としております。 

 次の５つ目から１０ページの表の最後まで、

議会費３件、総務費７件、民生費２件、衛生費

７件、土木費６件、教育費１４件、災害復旧費

１件の総数４０件は、年度当初から履行を開始

しなければ支障を来すおそれのある事務につい

て債務負担行為の設定を行うもので、期間をお

おむね令和５年度から令和６年度までとしてお

りますが、このうち、期間の異なるものや限度

額の大きなものとしまして、７ページの坂本支

所仮設庁舎リース（増額分）はリース期間であ

る令和７年度まで、８ページの上から４つ目、

生活困窮者自立相談支援委託は令和８年度ま

で、下から２つ目の環境センター施設整備・運

営事業（氷川町追加契約分）は、覚書等により

令和２０年度まで、２億２１２４万円。９ペー

ジの中ほど上から６つ目、応急仮設住宅移設工

事は、坂本町の宅地かさ上げ対象地区住民の応

急仮設住宅の移設に係るもので３億７２００万
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円。下から４つ目、学校施設トイレ改修工事

は、小学校８校、中学校２校の改修として７億

４０００万円。最後の八代市立中学校情報教育

システムリース経費（第３系統）は、ＩＣＴ教

育用タブレットのリース期間である令和１１年

度まで、９６７８万２０００円とするなど、そ

れぞれ期間及び限度額を設定しております。 

 次に、１１ページ、第４表・地方債補正でご

ざいますが、上段の表、１、追加の地域総合整

備資金貸付事業は、限度額を２億８８００万円

としております。 

 次に、下段の表、２、変更の支所庁舎施設整

備事業では、補正前の１億２０６０万円に７８

０万円を追加し、補正後の限度額を１億２８４

０万円としております。次の学校整備事業で

は、２億６８１０万円に１億１９８０万円を追

加して、３億８７９０万円、最後の災害復旧事

業では、６億８４１０万円に４５３０万円を追

加し、７億２９４０万円としております。 

 なお、詳しい内容は、後ほど、歳入、款２

２・市債で説明いたします。 

 続きまして、歳入の内容を説明します。 

 １５ページをお願いします。 

 上段の表、款１１、項１、目１、節１・地方

交付税では、１億４９９１万７０００円を追加

しておりまして、今回の補正予算の一般財源で

ございます。 

 次に、中段の表、款１５・国庫支出金、項

１・国庫負担金、目５・災害復旧費国庫負担

金、節１・公共土木施設災害復旧費負担金で２

２０万１０００円を追加しております。これ

は、本年７月の梅雨前線豪雨により被災した市

道西の岩線の災害復旧工事の経費に係る国の負

担金で、交付率は１０分の６.６７でございま

す。 

 次に、下段の表、項２・国庫補助金、目１・

総務費国庫補助金、節１・総務管理費補助金で

２０４３万５０００円を追加しております。内

訳としまして、説明欄の上から、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金３万円

は、当該交付金対象事業のうち、人件費補正の

影響分に対するものでございます。説明欄２つ

目の社会保障・税番号制度システム整備費補助

金１３２０万５０００円は、戸籍法及び住民基

本台帳法の一部改正に伴うシステム改修に必要

な経費に係る国の補助金で、交付率は１０分の

１０でございます。３つ目の宅地嵩上げ安全確

保事業補助金７２０万円は、坂本町の宅地嵩上

げ事業について、国が前倒しで事業を行うこと

となったため、事業負担金として必要な経費に

係る国の補助金で、交付率は２分の１でござい

ます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金、節２・児童

福祉費補助金では、１２９８万５０００円を追

加しております。内訳として、説明欄の上か

ら、子ども・子育て支援交付金１９８万５００

０円は、千丁校区の待機児童解消のため、千丁

町の八代公民館別館内に増設する放課後児童ク

ラブの整備に必要な経費の一部を補助する国の

交付金で、交付率は３分の１でございます。そ

の下、出産・子育て応援交付金１１００万円

は、妊婦、子育て家庭に対して、妊娠届出時及

び出産後にそれぞれ５万円を給付する給付金に

ついて、本年４月以降に申請した令和４年度の

対象者分が不足するため、追加補正に必要な経

費の一部を補助する国の交付金で、交付率は３

分の２でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 上段の表、款１６・県支出金、項２・県補助

金、目１・総務費県補助金、節１・総務管理費

補助金で、豪雨被災者等支援交付金１０１６万

５０００円を追加しております。これは、坂本

町の宅地かさ上げ対象地区住民の仮住まいを確

保するため、応急仮設住宅の移築に係る経費に

対する県の補助金でございます。 

 次に、目２・民生費県補助金、節２・児童福
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祉費補助金では、４７３万５０００円を追加し

ております。このうち、説明欄の１つ目、放課

後児童健全育成事業等補助金１９８万５０００

円は、先ほど国庫補助金で申しました放課後児

童クラブの整備に必要な経費の一部を補助する

県の補助金で、交付率は３分の１でございま

す。説明欄２つ目、出産・子育て応援交付金２

７５万円は、これも、先ほど国庫補助金で申し

ました妊娠届出時及び出産後にそれぞれ５万円

を給付する給付金に必要な経費の一部を補助す

る県の交付金で、交付率は６分の１でございま

す。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金３１９万

３０００円を追加しております。このうち、節

１・農業費補助金の６３万２０００円として、

説明欄１つ目のいぐさ・畳表生産体制強化支援

対策事業補助金５５万１０００円は、農業団体

等が、均質で品質の高い、いぐさ・畳表の生産

体制の確立に取り組むため、ＱＲコード紙用停

止装置の導入など、鏡町の１利用組合に対し

て、説明欄２つ目の地域特産物産地づくり支援

対策事業補助金８万１０００円は、東陽地域に

おいて、サンショウを新たな基幹作物とするた

め、サンショウの苗や土壌改良資材の購入な

ど、東陽町の１部会に対して必要となる対象経

費を補助する県の補助金で、交付率はいずれも

１０分の１０でございます。次の節３・水産業

費補助金で、水産製品製造業等緊急支援事業補

助金２５６万１０００円は、食品衛生法の改正

により、新たに営業許可が必要となった鏡町の

３事業者に対して、加工施設の改修に係る対象

経費を補助する県の補助金で、交付率は１０分

の１０でございます。 

 次に、目８・災害復旧費県補助金、節１・農

林水産業施設災害復旧費補助金で、林道施設災

害復旧費補助金１４４８万８０００円を追加し

ております。これは、林道菊池人吉線におい

て、令和４年台風１４号の影響による工事中止

期間における機械リース料の増額等に係る経費

を補助する県の補助金で、交付率は１０分の

９.９１でございます。 

 次に、下段の表、項３・委託金、目１・総務

費委託金、節４・選挙費委託金で、県知事選挙

委託金４８万１０００円を追加しております。

当該選挙事務のうち、人件費補正の影響に対す

るものでございます。 

 １７ページをお願いします。 

 款２２、項１・市債で、上から、目１・総務

債、節１・総務管理債では、２億９５８０万円

を追加しております。このうち、説明欄１つ

目、泉支所移転関係事業７８０万円は、泉支所

庁舎を振興センターいずみへ移転するため、施

設改修に必要な設計委託に要する経費に充てる

もので、充当率９５％の合併特例事業債でござ

います。次の説明欄２つ目、地域総合整備資金

貸付事業２億８８００万円は、市内の１事業者

が行う事業が一般財団法人地域総合整備財団か

ら貸付対象事業として認定されましたので、八

代市地域総合整備資金貸付要綱に基づく無利子

の貸付けに必要な経費に充てるもので、充当率

１００％の一般事業債でございます。 

 次に、目６・土木債、節１・道路橋梁債で、

道路橋梁施設災害復旧事業３７００万円は、本

年１０月の雨により被災した市道枳ノ俣線の災

害復旧工事に要する経費の一部に充てるもの

で、充当率１００％の過疎対策事業債でござい

ます。 

 次に、目８・教育債、節６・学校給食債で、

（仮称）新南部学校給食センター施設整備事業

１億１９８０万円は、不動産鑑定及び用地測量

に基づき、用地取得に必要な経費の一部に充て

るもので、充当率９５％の合併特例事業債でご

ざいます。 

 次に、目９・災害復旧債では、８３０万円を

追加しておりますが、このうち、節１・農林水

産業施設災害復旧債の林道施設災害復旧事業１
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０万円は、先ほど県補助金でも申しました林道

菊池人吉線の災害復旧工事に要する経費の一部

に充てるもので、充当率８０％の補助災害復旧

事業債でございます。次の節２・公共土木施設

災害復旧債の道路橋梁施設災害復旧事業１００

万円は、先ほど国庫支出金でも申しました市道

西の岩線の災害復旧工事に要する経費の一部に

充てるもので、充当率１００％の補助災害復旧

事業債でございます。次の節３・その他公共・

公用施設災害復旧債の復興推進事業７２０万円

は、先ほど国庫補助金でも申しました坂本町の

宅地嵩上げ安全確保事業について、事業費負担

金に要する経費の一部に充てるもので、充当率

１００％の補助災害復旧事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 続きまして、１８ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 まず、人件費以外の分について説明いたしま

す。 

 下段の表、款２・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費では、説明欄の３つ目、

国際交流推進事業として１２４万１０００円を

追加しております。これは、台湾、新竹市への

表敬訪問が決定したことから、その訪問に係る

経費でございまして、節７・報償費の３万１０

００円は、新竹市政府への記念品代、節８・旅

費の１１９万５０００円は、市長以下６人分の

出張旅費、節１３・使用料及び賃借料の１万５

０００円は、Ｗｉ－Ｆｉレンタル料でございま

す。 

 １９ページをお願いします。 

 表の上から、目４・財産管理費は、１１７９

万６０００円を追加しております。このうち、

説明欄の３つ目、泉支所移転関係事業は、先ほ

ど市債でも申しましたように、築５０年を経過

し老朽化が進んだ泉支所庁舎を振興センターい

ずみへ移転するため、地域団体や関係機関との

協議が調ったことから、施設改修に必要な設計

委託費として、節１２・委託料８２９万７００

０円を追加するものでございます。なお、先ほ

ど申しましたように、年度内完了が困難なこと

から繰り越すところでございます。 

 次に、２段目の目５・企画費は３億２６０万

９０００円を追加しております。このうち、説

明欄２つ目の復興推進事業は、令和２年７月豪

雨に関する特別委員会の付託事項となりますの

で、内容の説明は省略いたしまして、説明欄３

つ目、地域総合整備資金貸付事業２億８８００

万円は、先ほど市債でも申しましたように、市

内の１事業者が行うガスプラント増設事業が、

一般財団法人地域総合整備財団から貸付対象事

業として認定されたことから、八代市地域総合

整備資金貸付要綱に基づき、無利子の貸付けを

行うものでございます。 

 飛びまして、２０ページをお願いします。 

 下段の表、項３、目１・戸籍住民基本台帳費

は、３０６３万４０００円を追加しておりま

す。このうち、説明欄の３つ目、戸籍住民基本

台帳事務事業は、先ほど繰越明許費及び国庫補

助金でも申しましたように、戸籍法及び住民基

本台帳法の一部改正に伴い、戸籍及び戸籍附票

の氏名に振り仮名を入れるなどの改正が必要と

なったため、戸籍情報及び戸籍附票のシステム

改修経費として、節１２・委託料１３２０万５

０００円を追加するものでございます。なお、

先ほど申しましたように、年度内完了が困難な

ことから、繰り越すところでございます。 

 人件費以外は以上でございますが、続いて、

人件費の分について説明いたします。 

 個別の説明に入ります前に、今回の人件費の

補正の概要につきましては、別に配付しており

ます資料、右肩に令和５年１２月１４日、総務

委員会、議案第９９号関係資料とあります令和

５年度人件費補正予算についてを御覧くださ

い。 

 今回の補正予算につきましては、人事院勧告
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に伴う給与改定分の補正と人事異動等に伴う増

減分の補正を行うものでございます。給与改定

につきましては、給料及び期末勤勉手当ともに

２年連続の引上げの実施となっております。 

 まず、１、給料改定による影響のうち、

（１）給料表の改定でございますが、国に準じ

て給料表の水準を平均１.１％引き上げるもの

で、若年層に重点を置きながら、対象者は一般

職１１７０人、会計年度任用職員６４３人でご

ざいます。 

 次に、（２）期末勤勉手当の改定でございま

すが、年間支給月数を４.４月から４.５月へプ

ラス０.１月引き上げるものでございます。 

 また、給与改定以外の補正の主な要因としま

しては、２、その他に示します、人事異動等に

伴う給料、諸手当の増減、育児休業及び退職

等、共済組合負担金の率改定による影響分でご

ざいます。 

 なお、当初予算において人件費を計上する際

は、当初予算編成時点の職員を基に積算してお

りますが、新年度の人事異動に伴う職員の配置

の変更による影響分を毎年度１２月に人件費の

補正を行っております。 

 それでは、人件費について、歳出予算の説明

をいたします。予算書に戻っていただきまし

て、１８ページをお願いします。 

 まず、上段の表、款１・議会費ですが、項

１、目１・議会費は７３４万８０００円を追加

しております。説明欄１つ目、議員２７人分及

び一般職１１人分の７０９万１０００円、説明

欄２つ目、会計年度任用職員２人分の２５万７

０００円は、議長、副議長交代によるものや人

事異動、給与改定等によるものでございます。 

 次に、下段の表、款２・総務費でございま

す。項１・総務管理費、目１・一般管理費は６

１８４万円を減額しております。このうち、先

ほど説明しました国際交流推進事業を除く部分

が人件費となりますが、説明欄１つ目、特別職

２人分及び一般職２１２人分の７３６２万３０

００円の減は、人事異動、給与改定、育児休

業、休業等による影響分。説明欄２つ目の会計

年度任用職員４６人分の１０５４万２０００円

は、給与改定等による影響分及び育児休業や休

職等で職員の欠員が生じた場合に配置する会計

年度任用職員の増加分でございます。 

 次の目２・文書広報費は２０万６０００円を

追加しております。説明欄の会計年度任用職員

２人分の給与改定による影響分でございます。 

 １９ページをお願いします。 

 目４・財産管理費は、先ほど説明しました泉

支所移転関係事業を除く部分が人件費となりま

すが、説明欄１つ目、一般職９人分の３２２万

８０００円、説明欄２つ目、会計年度任用職員

３人分の２７万１０００円は、人事異動や給与

改定による影響分でございます。 

 次に、目５・企画費は、先ほど説明しました

復興推進事業、地域総合整備資金貸付事業を除

きまして、説明欄１つ目、会計年度任用職員２

人分の２０万９０００円は、給与改定による影

響分でございます。 

 次に、目７・交通防犯対策費は、４３５万円

を追加しております。説明欄１つ目、一般職４

人分の４０８万９０００円、説明欄２つ目、会

計年度任用職員２人分の２６万１０００円は、

人事異動や給与改定による影響分でございま

す。 

 次に、目８・人権啓発費は３４８万円を減額

しております。説明欄１つ目、一般職１１人分

の３９９万８０００円の減は、人事異動や給与

改定による影響分。説明欄２つ目、会計年度任

用職員６人分の５１万８０００円は、給与改定

による影響分でございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 上段の表になります。 

 項２・徴税費、目１・税務総務費は、５７３

万８０００円を追加しております。説明欄１つ
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目、一般職７５人分の５６４万７０００円、説

明欄２つ目、会計年度任用職員４人分の９万１

０００円は、人事異動や給与改定による影響分

でございます。 

 次に、目２・賦課徴収費は、５６万５０００

円を追加しております。説明欄の会計年度任用

職員５人分の給与改定による影響分でございま

す。 

 次に、下段の表、項３、目１・戸籍住民基本

台帳費は、先ほど説明しました戸籍住民基本台

帳事務事業を除きまして、説明欄１つ目、一般

職３１人分の１５３０万１０００円、説明欄２

つ目、会計年度任用職員２７人分の２１２万８

０００円は、時間外手当や人事異動、給与改定

による影響分でございます。 

 ２１ページをお願いします。 

 上段の表から、項４・選挙費、目１・選挙管

理委員会費は、１５万９０００円を追加してお

ります。説明欄の一般職６人分の人事異動や給

与改定による影響分でございます。 

 次に、目３・県知事選挙費は４８万１０００

円を追加しております。説明欄、会計年度任用

職員１２１人分の給与改定による影響分でござ

います。 

 次に、中段の表、項５・統計調査費、目１・

統計調査総務費は１５万１０００円を追加して

おります。説明欄、一般職３人分の人事異動や

給与改定による影響分でございます。 

 最後に、下段の表、項６、目１・監査委員費

は、５３５万９０００円を追加しております。

説明欄の特別職１人分及び一般職５人分の人事

異動、給与改定による影響分でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９９号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２５号・令和５年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１２５

号・令和５年度八代市一般会計補正予算・第９

号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求め

ます。 

 それでは、歳入等について財務部から説明願

います。 

○財務部長（谷脇信博君） 議案第１２５号・

令和５年度八代市一般会計補正予算・第９号の

関係分につきまして、同じく岩瀬財務部次長よ

り説明いたさせます。よろしくお願いいたしま

す。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして、着座にて説明いたします。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１２５号・令和５年度八代市一般会計補正予

算・第９号をお願いいたします。 

 これは、低所得世帯への追加支援及び物価高

騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支

援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金を活用する事業のうち、速やかにその

効果を発揮できるよう、早急に事業着手をする
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必要のある事業について、お願いするものでご

ざいます。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条・歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１８億５６６０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６

７３億３８３０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正をお願いし

ておりますが、内容につきましては３ページを

お願いします。 

 第２表・繰越明許費補正でございますが、各

事業の実施期間等において本年度内の完了が見

込めない事業については繰越明許費の設定を行

っておりまして、表の上から、款２・総務費、

項１・総務管理費の、買い物支援事業者原油価

格高騰対策支援事業（重点交付金）７０万６０

００円。次の款３・民生費、項２・児童福祉費

のうち、放課後児童クラブ等物価高騰対策支援

金支給事業（重点交付金）７６万２０００円、

保育所等食材費高騰支援事業（重点交付金）４

１０万１０００円、保育所等物価高騰対策支援

金支給事業（重点交付金）４３２万１０００

円。また、款５・農林水産業費、項１・農業費

の施設園芸燃油価格高騰対策支援事業（重点交

付金）１億４５０８万４０００円。款６、項

１・商工費のＬＰガス価格高騰対策支援事業

（重点交付金）１億６１７０万円をそれぞれ設

定しております。 

 それでは、歳入について説明いたします。 

 ７ページをお願いします。 

 上段の表、款１５・国庫支出金、項２・国庫

補助金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務

管理費補助金の、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金１７億７１４２万９０００円を追

加しております。内訳としましては、７事業ご

ざいます。７事業の歳出予算の内容につきまし

ては、それぞれ付託された委員会で審議されて

おりますが、参考までに申しますと、まず、本

委員会に付託されております買い物支援事業と

して、中山間地域における移動販売事業者への

支援金７０万６０００円。また、物価高騰によ

る家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の

支給対象世帯に対して、１世帯当たり７万円の

価格高騰重点支援給付金を追加支給するもの

で、本年１２月１日現在で対象となる約１万８

５００世帯への支給に要する経費に係る分とし

て１３億９９２万６０００円。放課後児童クラ

ブ等３９施設への支援金７６万２０００円。保

育所等食材費高騰支援として、市内保育所５８

か所への支援金４１０万１０００円。施設園芸

燃油高騰対策支援事業として、施設園芸農家の

燃油購入に係る経費への支援金１億４５０８万

４０００円。キャッシュレス決済ポイント還元

事業として、令和６年２月１日から２９日まで

の１か月間、市内対象店舗におけるキャッシュ

レス決済利用者に対して、１決済当たり１００

０ポイントまで、期間中５０００ポイントを上

限として、還元率２０％のポイント還元をする

事業に要する経費に２億３０００万円。ＬＰガ

ス価格高騰対策支援事業として、熊本県ＬＰガ

ス協会を通じて、市内ＬＰガス利用世帯へ価格

高騰分の一部補助等に要する経費に８０８５万

円。これらの事業を補助する国の交付金でござ

います。 

 次に、下段の表、款１６・県支出金、項２・

県補助金、目１・総務費県補助金、節１・総務

管理費補助金の、物価高騰対応生活者支援交付

金は、８０８５万円を追加しております。これ

は、ただいま申しましたＬＰガス価格高騰対策

支援事業に要する経費の一部を補助する県の補

助金で、交付率は２分の１でございます。 

 次の目２・民生費県補助金、節１・児童福祉

費補助金の保育所等物価高騰対策支援金補助金

（定額）は、４３２万１０００円を追加してお

ります。これは、物価高騰の影響に直面する市

内私立保育所等５２施設への支援に要する経費
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を定額補助する県の補助金でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続き、歳出のうち総務費を説明いたしま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 上段の表、款２・総務費、項１・総務管理

費、目５・企画費では、説明欄の買い物支援事

業者原油価格高騰対策支援事業（重点交付金）

を追加しております。これは、原油価格の高騰

による買物支援事業者の負担軽減を図るため、

中山間地域の宮地東町、二見、坂本、東陽、泉

の各地区において、移動販売を実施する事業者

に対して、移動販売車両に係る燃料費高騰分を

支援するため、節１８・負担金補助及び交付金

７０万６０００円を追加するものでございま

す。 

 先ほど、繰越明許費のところで、款３・民生

費、項２・児童福祉費のところで、事業名を誤

って申し上げたようです。訂正いたします。款

３、項２の事業、３つありますが、その内の一

番上の放課後児童クラブ等物価高騰対策支援金

支給事業、先ほど給付と申し上げたようです。

支援金支給事業になります。失礼しました。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（太田広則君） 買い物支援事業です

ね、これ、今、業者さんは何社ぐらいあるんで

しょうか。それから、申請期間が来年の４月か

ら６月まで、繰越明許は分かるんですけど、

今、ガソリン上がっているんですよね、また。

来年の申請して、もらうとなったときのガソリ

ンって分かりませんよね。何で来年の４月、６

月になったのか、申請期間が。そこをちょっと

説明してもらえますかね。 

○理事兼企画政策課長（田島功一郎君） 失礼

します。業者数につきましては、現在、把握し

てる業者さんが今６社ございます。そのほかに

も、移動販売されている部分もですね、見込み

として入れまして、予算としては、若干多めに

予算措置はしておるところでございます。 

 それと、申請の時期を翌年度ということにし

ておりますのは、一応この事業の対象期間を遡

りまして、今年度ですね、今年度分を全て対象

にしたところで価格上昇分をそのまま続くとい

う前提で、一応１年間分を算定したところで、

翌年度申請を出していただくというところで、

一応事業のほうは組んでおります。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２５号・令和５年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１０時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５３分 本会） 

◎議案第１０５号・令和５年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算・第２号 
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○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０５号・令和５年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算・第２号を

議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（田中博之君） 皆さん、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）デジタル推進課の田中で

す。よろしくお願いいたします。座って説明を

させていただきます。 

 それでは、議案第１０５号・令和５年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算・第２

号について御説明いたします。 

 今回の補正予算でございますが、八代市有線

テレビジョン放送施設等、すなわちケーブルテ

レビ放送施設等につきましては、令和５年４月

１日から、夕葉町にありますテレビやつしろ株

式会社を指定管理者として指定管理委託を行っ

てまいりましたが、令和６年３月３１日をもち

まして１年間の契約満了となりますことから、

令和６年度以降においても指定管理委託を行う

ため債務負担行為の設定を行うものでございま

す。 

 それでは、令和５年度八代市ケーブルテレビ

事業特別会計補正予算書・第２号の１ページを

お願いいたします。 

 今回は、第１条にありますように、債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 今回、債務負担行為として、八代市有線テレ

ビジョン放送施設管理運営委託について、期間

を令和８年度まで委託するものとし、限度額を

７２５２万５０００円としております。限度額

である委託料につきましては、この後の所管事

務調査でも御報告することとしておりますが、

令和８年度末にかけて実施します新放送サービ

スへの移行計画に基づき、ケーブルテレビ利用

者の減少を勘案し、年度ごとにケーブルテレビ

事業の人件費や施設の維持管理費など事業を行

うための必要経費から、各世帯が御利用になら

れますケーブルテレビの利用料金などの事業収

入を差し引いた額であり、令和６年度が２２０

０万８０００円、令和７年度が２４９５万円、

令和８年度が２５５６万７０００円と、それぞ

れ算出しております。 

 説明は以上となります。御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないですね。なけれ

ば、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０５号・令和５年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算・第２号について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１０号・指定管理者の指定について

（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

○委員長（中村和美君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第１１０号・八代市有線テレビジ

ョン放送施設等に係る指定管理者の指定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（田中博之君） デジタル

推進課の田中でございます。引き続きよろしく

お願いいたします。座って説明をさせていただ

きます。 

 それでは、お手元の議案書の１ページをお願
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いいたします。 

 議案第１１０号・指定管理者の指定について

御説明いたします。 

 先ほど補正予算でも御説明しましたが、八代

市有線テレビジョン放送施設等、すなわちケー

ブルテレビ放送施設等につきましては、令和５

年４月１日から令和６年３月３１日までの１年

間、テレビやつしろ株式会社を指定管理者とし

て指定管理委託を行ってまいりましたが、契約

満了となりますことから、令和６年度以降にお

いても指定管理を継続するものであります。 

 また、指定管理候補者の選定につきまして

は、ケーブルテレビ事業は、令和６年度中頃か

ら令和８年度末にかけて、民間による新放送サ

ービスに移行する計画であり、それまでは継続

的に安定したテレビ放送サービスを提供する必

要があること及び新放送サービス移行後はケー

ブルテレビ事業を廃止することとしておるた

め、八代市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例第５条第１項第５号によ

り、別途定めております公の施設の指定管理者

制度に関する運用指針の非公募要件に該当する

ことから、非公募により指定管理者の募集を行

った結果、１社から応募があり、指定管理候補

者として選定いたしました。 

 提案理由でございますが、本市が設置してお

ります公の施設の指定管理者を指定するには、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決を得る必要があるためでございま

す。 

 内容でございますが、１、公の施設の名称で

ございますが、八代市有線テレビジョン放送施

設等でございます。２の指定管理者となります

団体の名称は、テレビやつしろ株式会社。３、

団体の所在は、八代市夕葉町３番地７でござい

ます。４の指定の期間は、令和６年４月１日か

ら令和９年３月３１日までの３年間でございま

す。 

 今回の指定管理者選任につきましては、９名

の委員による指定管理者候補者選定委員会で審

査、評定を行っていただきました。評点は１０

０点満点中８５.１点となり、選定基準であり

ます６０点以上でございましたので、候補者と

して選定いたしたものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第１１０号・八代市有線テレビジョン放

送施設等に係る指定管理者の指定については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

◎議案第１１７号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１１７号・八代市長等の給与に

関する条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○人事課長（松本康祐君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人事課、

松本でございます。どうぞよろしくお願いいた
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します。では、着座にて説明させていただきま

す。 

 議案書は１１ページでございますが、説明

は、さきに配付させていただきました右肩に議

案第１１７号関係資料と記載されている資料を

使って説明いたします。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準

じまして、市長、副市長、教育長及び常勤の監

査委員の期末手当の支給月数を改定するために

必要な条例の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要について説明いたします。 

 期末手当の年間支給月数を現行の３.３０月

分から３.４０月分へ、０.１月分引き上げるも

のでございます。 

 引上げは、令和５年度におきましては、今月

１２月に支給する予定の期末手当から行い、支

給月数は１.６５月から１.７５月と、改正条例

の第１条において規定しております。 

 令和６年度以降におきましては、国に準じ

て、６月と１２月が均等になるよう支給月数を

１.７０月とし、改正条例の第２条にて規定し

ております。 

 最後に、施行期日でございますが、施行期日

は２段階に設定されております。 

 まず、第１条に規定しております令和５年度

の１２月に支給する期末手当につきましては、

公布の日から施行し、令和５年１２月１日から

適用することとしております。 

 また、第２条に規定しております令和６年度

以降に支給する期末手当につきましては、令和

６年４月１日からの施行としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すいません、０.１か

月分引上げということでしたけど、金額で幾ら

なんですか。 

○人事課長（松本康祐君） 今回、０.１月分

ということでですね、一般職員に関しまして

は、平均して大体３万３１００円程度のアップ

ということになります。あと、会計年度任用職

員につきましても、大体５７００円程度のアッ

プということ。特別職につきましては、市長で

１０万３２００円程度、副市長で８万２９００

円程度と、教育長で７万５１００円程度と、常

勤監査委員で５万６４００円程度となってござ

います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第１１７号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１８号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１１８

号・八代市一般職の職員の給与に関する条例等

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま
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す。 

○人事課長（松本康祐君） 人事課の松本でご

ざいます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 議案書は１３ページから２５ページになりま

すが、説明は、さきに配付させていただきまし

た右肩に議案第１１８号関係資料と記載されて

いる資料を使って説明いたします。 

 それでは、資料の１ページをお願いします。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準

じ、一般職の職員等の給与月額及び期末勤勉手

当の支給月数を改定するために必要な条例の改

正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要について説明いたします。 

 まず、（１）八代市一般職の職員の給与に関

する条例の一部改正についてですが、①給料表

の改定につきましては、国家公務員に適用され

る給料表の改定に準じて改定するもので、初任

給をはじめ、若年層に重点を置いて給料表全体

を引き上げるものです。平均１.１％の引上げ

で、対象職員は１１７０名となります。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行

し、令和５年４月１日に遡って適用することと

しております。 

 ②初任給調整手当の改定につきましては、医

療職給料表の適用を受ける医師に対する初任給

調整手当を引き上げるもので、現在、対象職員

はいませんが、国に準じて改正するものです。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行

し、令和５年４月１日に遡って適用することと

しております。 

 ③期末勤勉手当の改定につきましては、一般

職員と特定幹部職員の期末勤勉手当の年間支給

月数を現行の４.４０月分から４.５０月分へ

０.１０月分引き上げるものでございます。 

 なお、再任用職員については、期末勤勉手当

の年間支給月数を現行の２.３０月分から２.３

５月分へ０.０５月分引き上げるものでござい

ます。 

 引上げは、令和５年度におきましては、今月

１２月に支給する予定の期末勤勉手当から行

い、支給月数は、一般職では期末手当が１.２

０月から１.２５月、勤勉手当が１.００月から

１.０５月、特定幹部職員では期末手当が１.０

０月から１.０５月、勤勉手当が１.２０月から

１.２５月、再任用職員では期末手当が０.６７

５月から０.７０月、勤勉手当が０.４７５月か

ら０.５０月と、改正条例の第１条において規

定しております。 

 令和６年度以降におきましては、国に準じ

て、６月と１２月が均等になるよう支給月数

を、一般職員では期末手当は１.２２５月、勤

勉手当は１.０２５月、特定幹部職員では期末

手当は１.０２５月、勤勉手当は１.２２５月、

再任用職員では期末手当は０.６８７５月、勤

勉手当は０.４８７５月と、改正条例の第２条

にて規定しております。 

 施行期日につきましては、２段階に設定され

ておりまして、まず、令和５年度の１２月に支

給する期末勤勉手当については、公布の日から

施行し、令和５年４月１日からの適用としてお

ります。また、令和６年度以降に支給する期末

勤勉手当については、令和６年４月１日からの

施行としております。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 次に、（２）八代市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部改正についてですが、

①特定任期付職員に適用される給料表の改定に

つきましては、一般職との均衡を基本に改定す

るもので、平均改定率１.１％の引上げで、対

象職員は１名となります。 

 施行期日につきましては、一般職の職員と同

様に公布の日から施行し、令和５年４月１日に

遡って適用することとしております。 

 ②特定任期付職員に係る期末手当の改定につ
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きましては、特定任期付職員の期末手当の年間

支給月数を３.３０月分から３.４０月分へ０.

１０月分引き上げるものでございます。 

 引上げは、令和５年度におきましては、今

月、１２月に支給する予定の期末手当から行

い、支給月数は１.６５月から１.７５月と、改

正条例の第３条において規定しております。 

 令和６年度以降におきましては、国に準じて

６月と１２月が均等になるよう支給月数を１.

７０月とし、改正条例の第４条にて規定してお

ります。 

 施行期日につきましては、一般職の職員と同

様に２段階に設定されておりまして、令和５年

度の１２月に支給する期末手当については、公

布の日から施行し、令和５年４月１日からの適

用、令和６年度以降に支給する期末手当につい

ては令和６年４月１日からの施行としておりま

す。 

 次に、（３）八代市会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正についてですが、①

給料表の改定につきましては、会計年度任用職

員の給料表を一般職の職員との均衡を基本に引

き上げるもので、対象職員は６４３名となりま

す。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行

し、令和５年４月１日に遡って適用することと

しております。 

 ②期末手当の改定につきましては、会計年度

任用職員の期末手当の年間支給月数を現行の

２.４０月分から２.４５月分へ０.０５月分引

き上げるものでございます。 

 引上げは、令和５年度におきましては、今月

１２月に支給する予定の期末手当から行い、支

給月数は１.２０月から１.２５月と、改正条例

の第５条において規定しております。 

 令和６年度以降におきましては、国に準じて

６月と１２月が均等になるよう支給月数を１.

２２５月と、改正条例の第６条にて規定してお

ります。 

 施行期日につきましては、一般職の職員と同

様に２段階に設定されておりまして、令和５年

度の１２月に支給する期末手当については、公

布の日から施行し、令和５年４月１日からの適

用、令和６年度以降に支給する期末手当につい

ては令和６年４月１日からの施行としておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１８号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

◎議案第１１９号・八代市印鑑条例及び八代市

手数料条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議議案第１１９号・八代市印鑑条例及

び八代市手数料条例の一部改正についてを議題

とし、説明を求めます。 

○市民課長（山内真奈美君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民課の
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山内でございます。座りましての説明をお許し

ください。 

 それでは、議案書のほうは２７ページ、２８

ページとなりますけれども、説明につきまして

は、さきに配付させていただきました資料に基

づき説明させていただきます。 

 資料は、右肩に議案第１１９号・市民課とあ

るものとなります。 

 初めに、１、改正の趣旨ですが、法律の施行

により、現在マイナンバーカードに記録されて

いる利用者証明用電子証明書、この機能を令和

５年５月１１日からは移動端末設備、いわゆる

スマートフォンにも記録することが可能となっ

ております。 

 これに伴いまして、国におきましては、キオ

スク端末を利用した証明書交付、いわゆるコン

ビニ交付、こちらにつきまして、利用者証明用

電子証明書を記録したスマートフォンでも証明

書を取得できるよう令和５年中にサービスを開

始するとしているところでございます。 

 資料の中央のほうに記載しておりますが、現

在、八代市では、所得・課税に関する証明書、

印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事

項証明書、この４種がコンビニ交付に対応して

おります。 

 今回の国によるスマートフォン利用のサービ

ス開始に速やかに対応するため、本市のコンビ

ニ交付に関連する印鑑条例と手数料条例の一部

改正を行うものとなります。 

 次に、２の改正の内容ですが、八代市印鑑条

例におきましては、利用者証明用電子証明書が

記録されている個人番号カード、いわゆるマイ

ナンバーカードに加えまして、利用者証明用電

子証明書が記録されているスマートフォンを用

いて、印鑑登録証明書のコンビニ交付を受ける

ことができるよう改正を行うものでございま

す。 

 八代市手数料条例におきましては、現在、マ

イナンバーカードを利用してコンビニ交付を受

け取る際の手数料を通常の３００円よりも１０

０円安い２００円と定めておりますが、この手

数料の定めにスマートフォンを利用してコンビ

ニ交付を受ける場合を追加する改正を行うもの

となります。 

 最後に、３の施行期日ですが、規則で定める

日としておりまして、国によるサービス開始日

を予定としております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんか。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第１１９号・八代市印鑑条例及び八代市

手数料条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２６号・八代市手数料条例の一部改

正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１２６

号・八代市手数料条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○市民課長（山内真奈美君） 続きまして、市

民課の山内です。座りましての説明をお許しく

ださい。 

 それでは、議案書はその２のほうとなります

が、その２のほうの１ページから３ページとな
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りますけれども、説明につきましては、配付さ

せていただきました資料に基づきまして説明さ

せていただきます。 

 資料は、右肩に議案第１２６号・市民課とあ

るものとなります。 

 初めに、１、改正の趣旨ですが、行政手続の

デジタル化などを背景に戸籍法の一部が改正さ

れ、本籍地以外での戸籍証明書等の交付や戸籍

電子証明書提供用識別符号の発行などが新たに

生じることとなりました。 

 戸籍証明書などの発行に係る手数料につきま

しては、政令により全国的に統一して定められ

ることとなっており、今回の戸籍法の一部改正

に伴い、新たに発生する事務につきまして、地

方公共団体の手数料の標準に関する政令、その

一部改正も行われましたことから、手数料の新

設を行うものでございます。 

 次の２の改正の内容の前に、まずは今回の戸

籍法の一部改正の内容について説明させていた

だきます。 

 説明資料の２枚目、右上に別添資料とありま

す資料を御覧いただきたいと思います。 

 今回の戸籍法の一部改正により可能となる主

な事項について、その活用例を記載したものと

なります。 

 初めに、１、戸籍証明書の広域交付がはじま

ります。近年、戸籍事務におきましても、戸籍

謄本や除籍謄本などの電子保存化やデータベー

ス化などが行われ、デジタル化が進んだこと

で、法務省の戸籍情報連携システムを介して、

市町村間での戸籍情報の連携が可能となりまし

た。 

 この情報連携により、これまで戸籍証明書な

どは本籍地のみ取得可能となっておりました

が、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍に関する

証明書を取得することが可能となり、いわゆる

広域交付が始まります。 

 これによりまして、本籍地が遠くにある方で

も、お住まいや勤務先の最寄りの市町村の窓口

で請求できることとなり、また、欲しい戸籍の

本籍地が全国各地にあっても１か所の市町村の

窓口でまとめて請求できることとなります。 

 次に、その下の図２、戸籍証明書等の情報連

携で便利にを御覧ください。便利になることの

例として、戸籍の届出地における戸籍証明書な

どの添付負担の軽減を挙げております。 

 戸籍情報の連携により、届出を受けた市町村

が他の市町村の戸籍情報を確認することが可能

となります。そのため、戸籍証明書などを添付

して届け出なければならないとされていた届出

において、その添付が不要となります。 

 例として、新婚旅行先の市町村の窓口に婚姻

届を提出する場合を挙げておりますが、新婚旅

行先は本籍地でないため、これまでは本籍地か

ら戸籍証明書を取り寄せて添付して提出する必

要がございました。情報連携後は、提出先の市

町村の職員が本籍地の戸籍を確認することがで

きるようになりますので、戸籍証明書などの添

付が原則不要となります。 

 次の３、電子証明書提供用識別符号の発行が

はじまりますを御覧ください。一般的な紙の証

明である戸籍証明書などに加えまして、戸籍電

子証明書の交付が始まります。 

 電子証明書とは、電子的に戸籍情報を証明し

たもので、その電子証明書を識別するための電

子証明書提供用識別符号、いわゆるパスワード

を市町村が発行することとなります。 

 電子証明書の提出先につきましては、法務省

のシステムと連携が許されている行政機関に限

られており、提出された行政機関は戸籍情報シ

ステムにパスワードを入力することで電子証明

書を受信できるという仕組みになっています。 

 例えば、パスポートの発給申請の際に、パス

ポートの申請書と併せて識別符号、つまりパス

ワードを申請先の行政機関に提示することによ

り、行政機関は戸籍電子証明書を受信し、内容
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を確認することができるようになります。これ

により、これまで必要であった戸籍証明書など

の添付が不要となり、将来的にはオンラインで

手続を完結することも可能となります。 

 それでは、ここで最初の資料のほうに戻りま

して、資料の中ほどの２、改正の内容を御覧く

ださい。 

 戸籍法改正により、新たに手数料を徴収する

こととなる事務が６点ございます。 

 初めに①の戸籍証明書の交付事務ですが、先

ほど戸籍証明書の広域交付が始まりますという

説明をさせていただきました。広域交付の開始

に伴いまして、本市でも、他の市町村の戸籍証

明書の交付事務が始まります。そのため、条例

に本籍地以外の戸籍証明書の交付事務手数料１

通につき４５０円と定めるものです。なお、こ

れはこれまで本籍地での交付手数料４５０円と

同額となっております。 

 次に、②除籍証明書の交付事務ですが、これ

も①と同じく、本市でも他の市町村の除籍証明

書の交付事務も始めますので、本籍地での交付

手数料と同額の１通につき７５０円と定めるも

のです。 

 次に、③戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行事務ですが、先ほど説明させていただきまし

たように、行政機関に提出することに限って、

戸籍証明書に代わり戸籍電子証明書を発行する

ことが可能となります。この電子証明書の発行

に伴い、その証明の内容を発行できる電子証明

書提供用識別符号、いわゆるパスワードの発行

事務が新たに生じますことから、手数料として

１件につき４００円と定めるものです。なお、

戸籍証明等を取得すると同時に全く同じ内容の

電子証明書の識別符号、このパスワードを取得

する場合は、識別符号の発行手数料は無料とな

ります。 

 例としまして、戸籍証明書１通と全く同じ内

容の識別符号１件を同時に取得した場合は、戸

籍証明書分の４５０円分のみ手数料をお支払い

いただくこととなります。 

 次に、④除籍電子証明書提供用識別符号の発

行事務ですが、これも③と同様に除籍電子証明

書を提供するための識別符号、パスワードを発

行するもので、１件につき７００円となりま

す。なお、これも除籍証明書と同じ内容の識別

符号を同時に取得した場合は無料となります。 

 次に、⑤電子化された届書等情報の内容の証

明書の交付事務、⑥電子化された届書等情報の

内容を表示したものを閲覧に供する事務です。 

 すみません、ここで資料に１字誤字がござい

ますので、修正のほうをお願いいたします。⑤

に、電子化された届出等情報とありますが、正

しくは、電子化された届書等情報が正しく、届

出を届書に訂正をお願いいたします。お手数を

おかけしますが、申し訳ございません。 

 それでは、説明に戻りまして、⑤と⑥のこの

届書とは、出生届、婚姻届、死亡届などの届出

を言います。改正法の施行後はこの届書も電子

化し保存されることとなります。 

 これまでは、届書の紙の原本につきまして

は、届出先の市町村や本籍地で内容の審査等を

行い、本籍地を管轄する法務局に送達するとな

っておりました。そのため、届出から一定期間

が経過した後に証明が必要な方や閲覧したいと

いう方は、法務局に赴き手続をする必要がござ

いました。しかし、今回の法律の施行後に出さ

れました届書につきましては、電子化し保存さ

れるため、届出先の市町村と本籍地でいつでも

証明書の交付や閲覧が可能となり、法務局に赴

く必要がなくなります。 

 なお、⑤の内容証明書の交付と⑥の閲覧事務

につきましては、従来、紙の届出に対し、同じ

内容の事務を行っておりますので、電子化され

た届書等情報につきましても、従来の手数料と

同額の証明書１通につき３５０円、閲覧手数料

１件につき３５０円となっております。 
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 それでは、最後に３、施行期日です。戸籍法

の一部改正の施行日と同日の令和６年３月１日

としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２６号・八代市手数料条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（中村和美君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１１時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３２分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 執行部より、行財政の運営に関する諸問題の

調査に関連して２件、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査に関連して１件、発言の申

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市難視聴地域における新放送サービスの

進捗状況について） 

○委員長（中村和美君） それでは、まず、八

代市難視聴地域における新放送サービスの進捗

状況について、説明願います。 

○デジタル推進課長（田中博之君） デジタル

推進課、田中でございます。よろしくお願いい

たします。八代市難視聴地域における新放送サ

ービスの進捗状況について、説明をさせていた

だきます。失礼して着座にて説明いたします。 

 資料につきましては、八代市難視聴地域にお

ける新放送サービスの進捗状況についてで説明

をさせていただきます。 

 資料の１ページ目を御覧ください。 

 まず、３月定例会の所管事務調査で報告して

おりますが、改めて経緯等について御説明させ

ていただきます。 

 現在、本市では、中山間地域である東陽、

泉、坂本地域において、平成１６年度からテレ

ビ放送の難視聴対策としまして、ケーブルテレ

ビ事業を実施しておりますが、サービス開始か

ら１９年が経過し、ケーブルテレビセンター内

の設備や屋外伝送路の老朽化が進み、設備の更

新が必要な状況であります。 

 当該地域においては、令和４年度末に光ブロ

ードバンド網、光回線の整備が完了しましたこ

とから、この光回線を利用することにより、技
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術的には民間放送事業者がテレビ放送サービス

を提供することが可能となりました。 

 そのようなことから、今後の難視聴対策とし

てのテレビ放送については、市のほうが放送設

備を再構築し運営していくのではなく、民間放

送事業者の施設整備や運営費に対しまして市が

応分の負担を行い、民間放送事業者によるテレ

ビ放送サービス、以下、新放送サービスといい

ますけども、に移行したほうが、更新期間や費

用面において有利であると判断したところであ

ります。 

 また、新放送サービスの利用料金について

は、利用者の負担が増えないよう同額程度にし

たいというふうに考えております。 

 そして、令和５年度から令和８年度にかけて

新放送サービスへの移行を進め、移行が完了し

た後には八代市ケーブルテレビ事業は廃止する

こととしております。 

 資料の２ページ目の２、整備概要を御覧くだ

さい。 

 上段が、現行のケーブルテレビによる放送サ

ービスのイメージ図になります。放送事業者は

八代市、伝送路・設備の維持管理も八代市で、

現在は指定管理のほうで運営をしております。 

 下段のほうが、新放送サービスのイメージ図

になります。放送事業者は民間放送事業者とな

りまして、伝送路としましてＮＴＴ西日本の光

回線を利用しサービスを提供することになりま

す。 

 放送設備としては、新たに図中１の映像伝送

装置を整備するとともに、②で示しております

各家庭への引込み、それから、宅内工事が必要

となりますことから、１と２の構築費について

は市のほうが補助していきたいというふうにし

ております。 

 また、新放送サービスに移行する利点としま

しては、現行のケーブルテレビ回線が１本なの

に対しまして、ＮＴＴ西日本の光回線は、冗長

化されていますことで断線等の通信障害等のリ

スクを回避することができますというふうにな

っております。 

 資料３ページ、３、事業進捗のほうを御覧く

ださい。今年度の事業進捗について御説明いた

します。 

 まず、令和５年６月１５日から７月５日まで

の期間において、八代市難視聴地域におけるテ

レビ放送サービスの放送事業者を公募型プロポ

ーザル方式で募集し、その後、７月１９日に審

査しました結果、テレビやつしろ株式会社を候

補者として選定し、同月２６日付で補助金交付

のほうを決定しております。金額は、設備構築

費４億１３４０万円で、令和５年度当初予算に

おきまして、債務負担行為のほうを設定済みで

ございます。 

 また、同社からの提案により、新放送サービ

スの内容及び利用料金のほうを決定しておりま

す。 

 直近ではですね、先月、テレビやつしろとＮ

ＴＴ西日本におきまして、光回線を活用しまし

たテレビ放送の契約を締結され、映像伝送装置

の構築が開始されたところであります。 

 下段の４、新放送サービス、提供サービスの

内容を御覧ください。 

 こちらは、参考までに現在のケーブルテレビ

と新放送サービスの提供サービスの内容の比較

表となります。地上波は、現行のまま６チャン

ネルで変更はありません。ＢＳ放送は、これま

では個人のほうでアンテナ設置が必要でありま

したが、新放送では、有料オプションとして提

供が可能となります。ＣＳ放送は、これまで同

様に有料オプションでの提供となります。自主

放送につきましては、これまで地域ごとに番組

を制作しておりましたが、新放送では、エリア

内同一の番組に統合することとしております。 

 次に、資料４ページ、５、新放送サービスの

テレビ利用料金を御覧ください。 
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 １、月額利用料につきましては、現在のケー

ブルテレビでは一般世帯が１２５０円、事業者

が１７８０円となっております。新放送では、

既存のインターネット契約があるかないかによ

り金額が若干異なります。インターネット契約

がある場合は１２１０円と、こちらのほうは一

般世帯も事業者も同額となり、インターネット

契約がない場合は、一般世帯は１２５０円、事

業所が１７８０円と、現在のケーブルテレビと

同額となります。 

 料金に差が出る理由を米の１、２に記載して

おりますが、既にインターネット契約がある場

合は、その光回線を使って映像を提供するた

め、料金のほうが安く設定できることとしてお

ります。対しまして、インターネットの契約が

ない場合は、新たに引き込む光回線の利用料が

発生しますので、本来であれば月額４０５０円

となるところを市が放送事業者に運営費補助を

行うことで、現在のケーブルテレビ利用料金と

同額に設定されているものでございます。 

 続きまして、下段の２、月額利用料軽減措

置・旧減免措置を御覧ください。 

 現在のケーブルテレビにおきましては、世帯

の状況等によりまして、減免措置を設けており

ますので、新放送サービスにおいても、その基

準のほうをですね、引き継ぐこととしておりま

す。 

 現在の区分も減免額を新放送サービスでは軽

減措置として適用することとしております。 

 最後に、資料５ページ、６、新放送サービ

ス、整備スケジュールのほうを御覧ください。 

 これまで御説明しましたとおり、今年度は事

業者を選定し、現在、ＮＴＴ局舎内において映

像伝送装置の構築を行っております。 

 その後、年が明けまして２月頃から、各校区

において、住民説明会の開催を予定しておりま

す。 

 次に、令和６年度には、最初に引込み・宅内

工事が始まる坂本の地域において、工事に関す

る住民説明会を開催し、令和７年度末までに順

次放送サービスに移行していく計画でございま

す。 

 また、並行しまして、泉、東陽地域における

局舎の改修と映像伝送装置の構築を行いまし

て、令和７年度から、住民説明会と引込み・宅

内工事に着手しまして、令和８年度末までに全

ての移行を完了させたいというふうに考えてお

ります。 

 八代市難視聴地域における新放送サービスの

進捗状況についての御説明は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。なけ

れば、以上で、八代市難視聴地域における新放

送サービスの進捗状況についてを終了いたしま

す。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４２分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（泉支所移転について） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、泉支所移転について説明願います。 

○泉支所長（緒方 浩君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）泉支所、緒方でございます。 

 泉支所のですね、支所移転に向けた今後の進

め方ということで御説明をさせていただきま

す。 

 先ほど、補正予算につきましては、御審議い

ただきまして本当にありがとうございます。今

後、移転に向けてですね、迅速に対応していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 資料の詳細につきましてですね、泉支所地域

振興課、岩田課長より御説明をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

○泉支所地域振興課長（岩田 剛君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）泉支所地域振興課の岩田

でございます。泉支所移転について説明をさせ

ていただきます。 

 説明は、泉支所移転についてと表題を掲げて

いる資料により進めさせていただきます。それ

では、着座にて説明をさせていただきます。 

 資料の１ページをお願いします。 

 さきの９月定例会において、谷川議員の一般

質問の際に濱田総務企画部長より答弁させてい

ただいたところでございますが、改めて移転の

理由と移転先、スケジュールについて御説明さ

せていただきます。 

 まず、移転の理由と移転先についてです。泉

支所庁舎は昭和４８年に食堂や歯科診療所、宿

泊施設などを含む、地域に密着した行政サービ

スなどを提供する拠点として建設されておりま

す。 

 本施設は、建築後５０年が経過した現在、外

壁の剝がれや屋上防水シートの破れ、ひび割れ

などによる雨漏りなどのほか、電気設備の故障

や漏電による停電、２階会議室床のたわみ、度

々起こるトイレの詰まりや古くなった貯水槽、

水道管腐食による水道水への赤さびの混入な

ど、施設全体に老朽化が進んでいるところでご

ざいます。 

 施設の老朽化の程度、規模から大規模改修を

行うことも困難であり、来庁される市民の皆様

と職員の安全確保及び住民サービスの安定的な

提供のためにも、１日でも早い対応を図るた

め、数年前から周辺施設への移転の可能性を模

索してきたところでございます。 

 このような中、以前から利活用策の検討がな

されていた振興センターいずみは、診療所や歯

科診療所、八代市商工会が入居しているなど、

医療や地域活動の拠点としての中核機能を有し

ている市有施設であり、農協やバス停、郵便局

も隣接し、交通の便もよく、耐震性能も高いこ

とから、移転先として適した施設と判断し、泉

支所を移転することとしたものでございます。 

 資料の２ページをお願いします。 

 今後の移転に向けたスケジュールとなりま

す。これまで施設入居団体及び市政協力員、ま

ちづくり協議会などへ移転に向けた現状と今後

の方向性について説明と協議を行ってまいりま

した。また、泉支所だよりにて地域住民の方々

にも広く周知したところでございます。 

 今後は、振興センターいずみで支所としての

業務が行えるようにするために必要となる施設

改修を行っていくこととしており、主な改修内

容としましては、建築工事として、執務室確保

に係る施設内の改修や設備工事として機械警備

や執務室のＬＡＮ配線などの整備のほか、現

在、不具合が発生している空調機の改修などで

ございます。 

 また、施設全体を維持管理していく上で必要

とされてくる工事を含め、今後、設計委託を一

括して実施していくこととしております。 

 これらの振興センターいずみの施設改修工事

の設計業務に係る委託費用をこのたびの１２月

補正予算に計上させていただいたところでござ

います。 

 このたびの補正予算を可決いただけました

ら、早速、令和６年１月から設計業務委託の発

注業務を進め、その後、算出された工事費用を

もって令和６年度の６月補正に計上させていた

だき工事発注、令和７年４月より移転先での業

務開始を目指し、移転に向け計画を進めさせて

いただきたいと考えております。 

 なお、振興センターいずみの施設管理といた

しましては、現在、八代市商工会による指定管

理としておりますが、令和６年４月からは市の
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直営に切り替え、直接管理を行っていくことと

しております。 

 資料のうち、３ページ以降は、泉支所の現況

写真でございます。老朽化が進んでいる状況が

お分かりいただけるものと思います。 

 簡単ではございますが、以上で説明を終わら

せていただきます。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、意見等ありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 現行の泉支所のです

ね、いろいろな運営ですね。例えば、人員、会

議室、駐車場、それについては、どうなんです

か、急に劣るとか、そういうのはないんです

か。 

○泉支所長（緒方 浩君） 正直申しまして、

今の施設の１階にですね、職員２５人がいま

す。これは、昔の役場時代のときの職員数でつ

くったところに、正直ちょっと広く取っている

形ですけども、今後、振興センターいずみに行

きましたらですね、そういうわけにはちょっと

いかないかなと思っております。この本庁ぐら

いの、１人当たりのですね、執務スペースぐら

いかなというふうに、ちょっと入ってみらんと

分からんとですけども、机の大きさとかです

ね、そんな感じで、今よりは確実に１人当たり

のスペースは狭くなるかなというふうに認識を

しております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） 意見です。 

○委員長（中村和美君） ああ、そうですか。 

 それでは、ほかに質疑ありませんか。 

○委員（百田 隆君） この振興センターいず

みですけど、裏山、山になっとっじゃなかです

か。山崩れとかそういう調査は済んどるんです

か。 

○泉支所長（緒方 浩君） 委員おっしゃると

おりでございましてですね、泉っていう地理的

な部分で、意外と土砂崩れがないというところ

は、なかなか見つけるところが難しいというと

ころです。今のところも急斜面じゃありますけ

ども、今よりもですね、１階の窓を潰したりと

か、安全面をですね、今、病院とかが入ってて

ですね、今でも病院とか入ってますんで、今よ

りも安全面を向上させて、安全度を増した形で

進めていきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（百田 隆君） それはよろしくお願い

しときます。 

○委員長（中村和美君） ほかはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、意見がご

ざいましたらどうぞ。 

○委員（髙山正夫君） 先ほどですね、執務室

的には１人当たりのスペースが狭くなるんでし

ょうから。ただ、今後ですね、いろんな支障が

あると思いますけども、１回移転したらです

ね、なかなか改善っちゅうのも難しくなります

ので、その辺りは創意工夫されてですね、頑張

っていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） ほか、意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で泉

支所移転についてを終了します。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５１分 本会） 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市中期財政計画及び令和６年度当初予算

編成方針について） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、八代市中期財政計画及び令和６年度当
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初予算編成方針について説明願います。 

○理事兼財政課長（中村光宏君） 財政課の中

村でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 今回、中期財政計画と令和６年度の予算編成

方針のほうを策定をいたしておりますので、御

説明をさせていただきたいと思います。 

 説明につきましてはですね、米村課長補佐の

ほうから説明いたさせます。よろしくお願いい

たします。 

○財政課長補佐（米村寛樹君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課課長補

佐の米村でございます。よろしくお願いしま

す。では、着座にて御説明させていただきま

す。 

 それでは、中期財政計画と令和６年度予算編

成方針について御説明させていただきます。 

 資料は２ファイル用意しております。まず、

総務委員会所管事務調査（中期財政計画）のフ

ァイルについて説明いたします。こちらのファ

イルは、Ａ４横のタイプとなっております。 

 １ページを御覧ください。 

 今回の中期財政計画は、２年ぶりの見直し

で、令和５年１０月に策定したものでございま

す。その考え方やポイントについて御説明いた

します。 

 ２ページ目をお願いします。 

 今回の中期財政計画の見直しのポイントをま

とめております。見直しの背景でございます

が、本市では、令和３年１０月に中期財政計画

を改定後、坂本町の復旧・復興、新型コロナウ

イルス感染症対策に係る追加予算措置を適宜実

施してまいりました。 

 その後、令和５年度に入り、令和４年度の決

算を分析しましたところ、単年度収支も改善

し、基金残高も増加するなど収支も安定してき

ており、計画数値と現状に開きが出てきており

ます。 

 そのような中、今後、坂本町の復旧・復興等

に加え、５つの重点戦略及び新八代駅周辺開発

等の八代の未来を切り拓く施策を推進していく

ために、改めて持続可能な財政運営の方向性を

示す必要がありますことから、今回、見直しを

行ったものでございます。 

 その下に主な見直しをまとめております。 

 まず、歳入の見直しは、ふるさと納税寄附金

の見直しを拡充しています。これは、ふるさと

納税寄附金の決算額が増加していますことか

ら、令和５年以降の見通しを単年度当たり８億

円から１５億円へと拡充しております。 

 次に、令和５年９月から開始しております保

育料無償化による影響額として、歳出増も含め

まして、令和５年度は１.７億円、令和６年度

以降は２.７億円のマイナスとしております。 

 次に、地域振興の基金造成のため、令和７年

度に合併特例債を３８億円借り入れ、新たな基

金を造成し、４０億円積み立てる試算としてお

ります。 

 一方、歳出の見直しは、人件費で定年の段階

的延長に伴う退職手当の支払い年度の見直し、

令和６年度より予定している会計年度任用職員

への期末勤勉手当を追加しております。 

 次に、投資的経費におきまして、坂本支所、

広域交流センターさかもと館など、坂本町の復

旧・復興整備、（仮称）新南部学校給食センタ

ー、学校トイレ改修等の大型事業を追加してお

ります。 

 これらの見直しにより、重点課題を着実に進

め、かつ、持続可能な財政運営を目指してまい

ります。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 ３ページ目には、中期財政計画の策定目的に

ついて述べております。 

 中期財政計画は、本市の中期的な財政収支の

見通しを行うことで、将来にわたる収支状況や

運営上の課題を明らかにし、財政運営の健全化
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を担保するとともに、持続可能な財政基盤を確

立するための目安として作成しており、あくま

でもシミュレーションとして捉えているもので

ございます。 

 なお、この計画は、将来の予算編成を拘束す

るものではなく、本市の行財政改革の取組、財

政環境の変化、新たな財政需要の動向等により

影響を受けるため、今後もそれらの動向を注視

しながら見直しを行うものとしております。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 上段の見直しの背景につきましては、先ほど

と説明が重複しますので、省略させていただき

ます。 

 中段の四角の囲いは、基金残高と市債残高に

ついて、改定前の計画最終年度であった令和１

０年度の数値について、改定前と改定後の比較

を示しております。 

 下のグラフのとおり、左の基金残高は４９億

円が１４１億円へ９２億円の増加となり、右の

市債残高は７１０億円が７４７億円へ３７億円

の増加となる試算結果を示しております。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 計画策定の前提条件及び考え方について示し

ておりますが、年度の更新以外前回と同様です

ので、説明のほうは省略させていただきます。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 収支総括表のうち、歳入の推移を示しており

ます。 

 関連で、次の７ページには歳入の主な項目の

前提条件を示しておりますが、説明は６ページ

の表を基に主なポイントを御説明いたします。 

 まず、市税では、令和３年度から令和４年度

にかけましては、九州新幹線の特例措置終了に

伴いまして、固定資産税が増加していますが、

令和５年度以降は横ばいで推移することが見込

まれ、固定資産税の３年に一度の評価替え時の

伸び率なども考慮して見込んでおります。 

 次の地方交付税では、普通交付税の合併算定

替えによる上乗せが令和３年度で完全に終了し

ましたが、交付税措置率の高い財源を活用して

いることもあり、歳出の公債費に連動して増加

する見込みとなっております。 

 次の国・県支出金では、令和２年度から令和

５年度にかけて増加していますのは、新型コロ

ナ関連経費などに対する財源措置の影響であ

り、令和６年度以降は扶助費や投資的経費など

の歳出に連動させての試算となっております。 

 次の繰入金では、令和３年度に土地開発基金

を廃止し１５億円を繰り入れ、令和４年度に庁

舎建設基金を廃止して１１億円繰り入れている

ため増加していますが、今後は、ふるさと納税

寄附金などに加え、公債費の増加を平準化する

ため、毎年度２億円程度、減債基金を繰り入れ

る試算としております。 

 次の市債は、合併特例債の期限であります令

和７年度に事業完了を目指している大型の建設

事業がピークを迎えますため増加しますが、令

和８年度以降は大きく減少すると見込んでおり

ます。 

 また、令和７年度には、地域振興の基金造成

のため、合併特例債３８億円を借り入れる試算

としております。 

 最後のその他は、保育料無償化に伴う分担金

及び負担金の減少を反映していますほか、ふる

さと納税寄附金の見通しを令和５年度以降、年

間１５億円の推移で試算しております。 

 次に、８ページをお願いします。 

 収支総括表のうち、歳出と収支の推移を示し

ております。 

 関連で、次の９ページには歳出の主な項目の

前提条件を示しておりますが、説明は８ページ

の表を基に主なポイントを御説明いたします。 

 義務的経費のうち、人件費につきましては、

令和５年度における職員数を基に定年の段階的

延長に伴う退職手当の支払いを偶数年度の隔年

に見直し、会計年度任用職員の期末勤勉手当に
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伴う増加を１億円で試算しております。 

 次に、扶助費については、これまで横ばいで

見込んでいましたが、人口減少及び出生率の低

下を反映し、低減すると見込んでおります。 

 なお、公債費の変動については、１２ページ

にグラフ化しておりますので、後ほど説明いた

します。 

 次に、中ほどの投資的経費区分のうち、普通

建設事業では、（仮称）新南部学校給食センタ

ー、学校トイレ改修等を新たに追加し、通常の

建設事業枠は、前回同様、年間５０億円程度、

別枠で公共施設適正化事業の考えに基づく事業

枠を年間３億円見込んでおります。 

 なお、新八代駅周辺の開発、新たな工業団地

の整備については、未定のため試算に含んでお

りません。 

 また、次の災害復旧事業では、令和７年度ま

でに坂本支所、広域交流センターさかもと館な

どの坂本町の復旧・復興整備を見込んでおりま

す。 

 その他の区分には、前回と同様に、物件費、

維持補修費、補助費等繰出金については、まず

前提条件として、ビルド・アンド・スクラップ

の考え方による計画的な見直しを実施するとこ

ろでの試算を反映しております。 

 また、積立金では、まちづくり交流基金の残

高がなくなった後も、地域振興を継続していく

ため、令和７年度、新たに合併特例債を３８億

円借り入れ、基金に４０億円積み立てる試算と

しております。 

 次に、８ページ下の収支の表における歳入か

ら歳出を差し引きました収支につきましては、

令和４年度決算が１８.９億円で、投資的経費

が増加する令和６、７年度で減少しますが、そ

の後は横ばいとなる見込みです。 

 基金残高と市債残高の推移につきましては、

１０ページから１１ページにかけてグラフにて

示しておりますので、そちらで説明いたしま

す。 

 １０ページを御覧ください。 

 基金残高の推移を示しております。歳入・歳

出総括表でも御説明しましたが、地域振興を継

続していくための新たな基金の造成、公債費の

平準化を図るための減債基金の繰入れに加え、

定年の段階的延長に伴い、退職手当の支払いが

なくなる令和５年度以降の隔年におきまして、

退職手当相当分約４億円を財政調整基金に積み

立てるよう試算しております。 

 １１ページを御覧ください。 

 市債残高の推移をグラフ化しております。坂

本町の復旧・復興、学校給食センター整備など

の大型事業及び地域振興の基金造成のための合

併特例債の借入れによりまして、令和７年度は

８８６億円程度でピークとなる見込みですが、

全体的には、今後の投資的経費の通常建設事業

枠を合併後における環境センター以前の水準の

５０億円に戻すことで、将来的に減少させてい

くように試算しております。 

 なお、重ねての説明になりますが、新八代駅

周辺の開発、新たな工業団地の整備について

は、未定のため試算に含んでおりません。 

 １２ページを御覧ください。 

 公債費の推移をグラフ化しております。臨財

債を除く公債費は、令和６年度に新庁舎建設事

業の本格的な償還開始の影響で増加し、その後

も、地域振興の基金造成のための合併特例債、

坂本町の復旧・復興、学校給食センター整備な

どの大型事業の償還開始により、さらに増加す

る見込みとなっております。 

 最後に１３ページを御覧ください。 

 財政指標を示しておりますが、将来負担比率

は、令和７年度まで市債残高が増加しますもの

の公債費の交付税措置、財源充当可能基金の増

加もありまして、低減していく見込みです。 

 実質公債比率は、公債費が増加しますが、公

債費の交付税措置もあり、横ばいで推移してい



 

－27－

く見込みとなります。 

 以上で中期財政計画についての説明を終わり

ます。 

 続きまして、ただいま御説明しました中期財

政計画とセットで周知しております令和６年度

の当初予算編成方針について御説明いたしま

す。 

 資料は、もう一つ用意しております総務委員

会所管事務調査（予算編成方針）のファイルに

なります。こちらのファイルはＡ４縦のタイプ

となっております。 

 まず、２ページ目の令和６年度予算の編成に

ついてを御覧ください。 

 こちらは、市長から各職員に対しまして、令

和６年度の予算編成における基本的な考え方を

示したものでございます。 

 前段には、熊本県へ進出するＴＳＭＣによる

経済効果の拡大が見込まれており、また、国際

クルーズ船の寄港再開によるインバウンドの拡

大をはじめとして、地域経済においても回復の

兆しが見られつつある中、このような情勢の変

化を本市発展への好機と捉え、各種施策の展開

に当たっては、これらの効果を最大限に得るた

めの方策を検討していかなければならないこ

と、また、本市としては、令和２年７月豪雨か

らの坂本町の創造的復興の着実な推進はもとよ

り、第２次八代市総合計画に掲げます、しあわ

せあふれるひと・もの交流拠点都市やつしろの

実現に向けた実効性の高い取組の推進、さらに

は、八代の未来を切り拓くための施策として、

新八代駅周辺の開発や新たな工業団地の整備な

ど、県南の雄都としてふさわしいまちづくりに

積極的に取り組んでいかなければならないとし

ております。 

 後段には、限られた財源の中でこれらを実現

していくためには、前例や組織の垣根にとらわ

れることなく既存の事業手法を抜本的に見直

し、無駄を排除するとともに、各部署における

事業の優先順位を明確にした上で選択と集中を

徹底する必要があることを示し、職員各位にお

かれましては、長期的な視点に立ち、より効率

的かつ効果的な施策、事務事業の在り方を追求

し、全職員が一丸となって知恵を出し合い、真

に市民生活の向上に資する予算編成に取り組ま

れたいという内容になっております。 

 以上の市長の訓示を受けまして、国や熊本県

の状況を踏まえ、八代市予算規則に基づき、財

務部長が予算編成として取りまとめましたもの

が、３ページの令和６年度予算編成方針につい

てでございます。 

 内容としましては、最優先課題である坂本町

の創造的復興のほか、第２次八代市総合計画第

２期基本計画、令和４から７年度におきまし

て、計画期間の折り返しとなりますことから、

５つの重点戦略の取組を加速していき、また、

ＳＤＧｓやデジタル化の推進に加え、新八代駅

周辺の開発や新たな工業団地の整備など、八代

の未来を切り拓くための施策にも積極的に取り

組んでいる必要があるとし、今回、中期財政計

画も見直していますが、公債費を含めた義務的

経費が増加する中、限られた一般財源の枠で時

代の変化に応じた行政サービスを継続していく

ためには、事業実施の必要性をゼロベースで見

直し、厳正な優先順位付けによるビルド・アン

ド・スクラップを実施し、将来的にも持続可能

な財政基盤の確立につなげていくことが重要で

あるとし、各部長などに対して令和５年１０月

２０日付で通知しております。 

 最後に、４ページを御覧ください。 

 令和６年度の当初予算編成のポイントとしま

して、ただいま説明しましたものをまとめたも

のでございます。 

 令和６年度の当初予算編成のポイントを５点

について整理しております。 

 １点目、財政見通し。２点目、坂本町の復

旧・復興。３点目、第２期基本計画に定める５



 

－28－

つの重点戦略の計画的な推進。４点目、喫緊の

課題への対応。５点目には、持続可能な財政運

営に向けた取組を示しています。 

 ５点目の取組の中で、２つ目の項目に、新八

代駅周辺の開発等の財源を確保するため、最優

先課題以外の事業に対するシーリングについて

位置づけておりまして、義務的経費及び数年ご

とに行う経費を除きました経費に対しまして、

令和５年度当初予算における一般財源ベースの

９５％とする、昨年度と同様のシーリング率を

上限として設定しております。 

 以上で、中期財政計画と令和６年度予算編成

方針についての説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で八

代市中期財政計画及び令和６年度当初予算編成

方針についてを終了します。 

 執行部は退室願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（中村和美君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければここで、

私、委員長より、委員の皆様に報告いたしま

す。 

 去る１１月１７日から２０日までの４日間、

基隆市との友好交流協定締結５周年を記念いた

しまして、市長を団長とする市民使節団の一員

として、議長及び各常任委員長とともに基隆市

を訪問いたしました。 

 市民使節団は市民４８名を含む総勢６１名で

結成され、基隆市長を表敬訪問するとともに、

使節団歓迎のための交流会が執り行われまし

た。 

 両市の市長が相互に挨拶を行い、今後も活発

な交流を促進し、良好な関係を深めていくこと

を確認し合うことができた、とても有意義な交

流となりました。 

 所感ではございますが、新型コロナウイルス

感染症の影響で交流がしばらく自粛されており

ました。両市の良好な関係が継続しており、大

変感銘を受けた次第であります。 

 皆様御承知のとおり、熊本県へのＴＳＭＣ進

出に伴い、台湾との距離もさらに近まり、交流

も活発になることが予想されますことから、本

市への多方面での波及効果が期待されます。 

 今後も基隆市とのよりよい友好交流関係を継

続、発展させ、台湾とのさらなる交流の促進に

つなげる必要性を実感した訪問であったことを

申し上げ、私からの報告とさせていただきま

す。 

 以上、所管事務調査２件について、終了いた

します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認めそ

のように決しました。 

 最後に、本委員会の管外視察について協議の

ため、小会いたします。 

（午後０時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１６分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、本委員会の派遣承認要求の件につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、令和６年１月２２日から２４日

までの３日間、兵庫県尼崎市、兵庫県姫路市、
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兵庫県神戸市へ、行財政の運営に関する諸問題

の調査のため、管外行政視察を行うこととし、

議長宛て派遣承認要求の手続を取らせていただ

きたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了しまし

た。これをもって総務委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時１６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年１２月１４日 

総務委員会 

委 員 長 
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